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米子市としての方針



米子市における「こども誰でも通園制度」のあり方

就学前の全てのこどもを地域で育む

事業の目的

1. こどもの健全な育ちを応援
米子市で暮らす全てのこどもに、質の高い人的・物的環境に触れる機会を提供する

2. 地域子育て支援の充実
保護者が専門的な育児相談や情報提供を受けやすくする

3. 保護者の心身負担の軽減
在宅で育児をしている保護者の孤立感、不安感を軽減する

4. 支援が必要なこども・家庭のセーフティネットとしての機能強化
保護者のSOSに気づく。支援が必要な家庭やこどもを把握し、支援につなげる



こども誰でも通園制度における対象児童

こども誰でも通園制度
における対象児童

３号認定
保育所、認定こども園等

１号認定
幼稚園

２号認定
保育所、認定こども園等

就労要件なし 就労要件あり

０～２
歳

３歳
以上



量の見込み（こども家庭庁発出の「量の見込み」の考え方に基づき算出）

【算出方法】※こども家庭庁発出の「量の見込み」の考え方に基づき算出

① 必要受入れ人数
対象年齢の未就園児数（1389人※9月時点）× 月一定時間（10時間）

② 必要利用定員総数
① ÷ 定員一人１月当たりの受入れ可能時間数（176時間＝８時間×22日）

米子市における利用児童数の見込み79人/月

施設区分 R8 R9 R10 R11 R12

0歳児 44 44 44 43 43

1歳児 20 19 19 19 19

2歳児 15 15 15 15 15

合計（月） 79 78 78 77 77

単位：人

※直近の未就園児数に人口推移を加味



確保方策について

①実施意向がある園における利用定員の空き人数 ※令和7年9月末時点

17人/月（0歳:7人、1歳:7人、2歳:3人）

②幼稚園が実施しているプレ保育1回当たりの参加人数
 ※こども誰でも通園制度に合致した内容のもの

40人/月（1園1回当たりの参加人数8名×5園）

計57人/月➡新たに受入れ枠（22人以上）を設ける必要がある
      ➡公立保育施設３～４園で確保予定

実施意向※7月調査実施時

民間保育施設：12園（一般型:2園、余裕活用型:8園、未定:2園）

施設区分 R8 R9 R10 R11 R12

量の見込み 948 936 936 924 924

確保対策 948 936 936 924 924

単位：人/年◎年間の延べ人数に換算



一時預かり事業との比較

項目 こども誰でも通園制度 一時預かり

目的 こどもの健全な育ちの応援 保護者の育児負担軽減

対象児童
０歳６か月～満３歳未満の

未就園児
主に未就学児

利用要件
要件なし

（就労等を問わない）
保護者の就労、疾病、
育児リフレッシュ等

申請方法 市町村 事業者

利用単位 10時間/月
施設ごと

※公立園の利用時間
 平日8:30～16:30

利用料金
1時間当たり
300円程度

2,000円（3歳未満）
1,000円（3歳以上）


